
 
○クラブ数   ２４，５７３か所 

  （参考：全国の小学校19,628校） 

○支援の単位数    ３０，００３単位（平成27年より調査） 

○登録児童数   １，１７１，１６２人 

○利用できなかった児童数（待機児童数） １７，１７０人 

【事業の内容、目的】 

【現状】（平成２９年５月現在） 

放課後児童クラブの概要 
 

共働き家庭など留守家庭の小学校に就学している児童に対して、学校の余裕教室や児童館、公民館などで、放課後等に適切
な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る。 
 （平成９年の児童福祉法改正により法定化〈児童福祉法第６条の３第２項〉：平成10年４月施行） 
 ※平成24年の児童福祉法改正により、対象年齢を「おおむね10歳未満」から「小学校に就学している」児童とした（平成27年４月施行） 

【今後の展開】 

○ 「新しい経済政策パッケージ」（平成29年12月８日閣議決定）に
基づき、「放課後子ども総合プラン」に掲げる放課後児童クラブの
2019年度末までの約30万人分の新たな受け皿の確保を2018年
度末までに１年前倒しして実施する。さらに、状況を踏まえ、その
後の在り方について検討する。 

［クラブ数、登録児童数及び利用できなかった児童数の推移］ 
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      ※各年5月1日現在（総務課少子化総合対策室調） 
（平成29年8月11日以降保育課（子育て支援課）健全育成推進室） 

（か所）  （人） 
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放課後児童クラブの現状① 
○登録児童数の規模別の状況 ○終了時刻の状況（平日） 

○設置場所の状況 ○学年別登録児童数の状況 

※平成２９年５月１日現在 

（保育課（子育て支援課）健全育成推進室調） 

（参考）１９年 

登録児童数の人数規模別でみると、４５人までの
支援の単位が全体の約７３％を占めている。 

１８時半を超えて開所しているクラブが全体の約５５％
を占めており、増加傾向にある。 

設置場所では、学校の余裕教室が約２９％、学校
敷地内の専用施設が約２５％と小学校内での合計
が約５４％、児童館・児童センターが約１１％で
あり、これらで全体の約６５％を占めている。 

小学１年生から３年生までで全体の約８２％を占めて
いる。また、小学４年生から６年生の占める割合は約
１６％から約１８％と増加傾向にある。 

9人以下 

742支援 

の単位 

（2.5%） 

10人～19人 

2,255支援の単位 

（7.5%） 

20人～35人 

10,314支援の単

位 

（34.4%） 

36人～45人 

8,562支援の単位 

（28.5%） 

46人～55人 

4,187支援の単位 

（14.0%） 

56人～70人 

2,632支援の単位 

（8.8%） 

71人以上 

1,311支援の単位 

（4.4%） 

9人以下 

752支援 

の単位 

（2.7%） 

10人～19

人 

2,219支援

の単位 

（7.9%） 

20人～35

人 

9,756支援

の単位 

（34.6%） 

36人～45

人 

7,818支援

の単位 

（27.7%） 

46人～55

人 

3,936支援

の単位 

（14.0%） 

56人～70

人 

2,551支援

の単位 

（9.0%） 

71人以上 

1,166支援

の単位 

（4.1%） 

（参考）平成２８年 

学校余

裕教室 

7,231か

所 

（29.4%） 

学校 

敷地内 

6,040か

所 

（24.6%） 

児童館 

2,617か

所 

（10.6%） 

公的施

設等 

3,378か

所 

（13.7%） 

その他 

5,307か

所 

（21.6%） 
学校余裕 

教室 

6,918か

所 

（29.3%） 

学校敷地

内 

5,761か

所 

（24.4%） 

児童館 

2,637か

所 

（11.2%） 

公的施設

等 

3,286か

所 

（13.9%） 

その他 

5,017か

所 

（21.2%） 

（参考）平成２８年 

17:00まで 

101か所 

（0.4%） 
17：01～ 

18：00 

5,501か所 

（22.4%） 

18：01～ 

18：30 

5,491か所 

（22.4%） 

18：31～ 

19：00 

11,713か所 

（47.7%） 

19:01以降 

1,757か所 

（7.2%） 17:00まで 

118か所 

（0.5%） 

17：01～

18：00 

5,815か所 

（24.6%） 

18：01～

18：30 

5,451か所 

（23.1%） 

18：31～

19：00 
10,509 

か所 

（44.5%） 

19:01以降 

1,717か所 

（7.3%） 

（参考）平成２８年 

小学１年生 

37.4万人 

（32.0%） 

小学２年生 

33.1万人 

（28.2%） 

小学３年生 

25.6万人 

（21.8%） 

小学４年生 

12.6万人 

（10.8%） 

小学５年生 

5.6万人 

（4.8%） 

小学６年生 

2.7万人 

（2.3%） 
その他 

0.06万人 

（0.1%） 

小学１年

生 

35.6万人 

（32.6%） 

小学２年

生 

31.5万人 

（28.9%） 

小学３年

生 

24.1万人 

（22.1%） 

小学４年

生 

11.0万人 

（10.0%） 

小学５年

生 

4.7万人 

（4.3%） 

小学６年

生 

2.3万人 

（2.1%） 

その他 

0.06万人 

（0.1%） 

（参考）平成２８年 

※平日に開所されているクラブ数（24,563）に対する割合 

※平日に開所されているクラブ数（23,610）に対する割合 
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放課後児童クラブの現状② 

○設置・運営主体別実施状況 ○待機児童数の学年別の状況 

○放課後児童支援員等の状況 

常勤職員が全体の約２７％を占める。 

①雇用形態別の人数 ②支援の単位あたりの人数 

５人以上配置しているところが全体の約３７％を
占める。 

常勤職員

32,479人
(26.6%)

非常勤職員

42,012人
(34.4%)

嘱託職員

7,886人
(6.5%)

パート・

アルバイト

36,322人
(29.7%)

その他

3,520人
(2.9%) ２人

5,780

支援の単位
(20.5%)

３人
6,553

支援の単位
(23.2%)

４人
5,557

支援の単位
(19.7%)

５人
10,308

支援の単位
(36.6%)

設置・運営主体別実施状況でみると、公立公営が
全体の約３５％、公立民営のクラブが約４６％、
民立民営が約１９％を占めている。 

待機児童数の学年別の状況でみると、小学４年生以
上の占める割合は約４２％から約４５％へと増加して
いる。（小学１～４年生の各学年は、前年より減少） 

※平成２９年５月１日現在 

（保育課（子育て支援課）健全育成推進室調） 

公立公営 

8,662か所 

（35.3%） 

公立民営 

11,176か所 

（45.5%） 

民立民営 

4,735か所 

（19.3%） 

社会福祉法人 1,533か所（6.2％） 

ＮＰＯ法人 754か所（3.1％） 

運営委員会・ 
保護者会 

1,458か所（5.9％） 

その他 990か所（4.0％） 

社会福祉法人 3,492か所（14.2％） 

ＮＰＯ法人 1,457か所（5.9％） 

運営委員会・ 
保護者会 

3,667か所（14.9％） 

その他 2,560か所（10.4％） 

公立公営 

8,735か

所 

（37.0%） 

公立民営 

10,589か

所 

（44.8%） 

民立民営 

4,295か

所 

（18.2%） 

社会福祉法人 1,393か所（5.9％） 

ＮＰＯ法人 629か所（2.7％） 

運営委員会・ 
保護者会 

1,391か所（5.9％） 

その他 882か所（3.7％） 

社会福祉法人 3,342か所（14.1％） 

ＮＰＯ法人 1,347か所（5.7％） 

運営委員会・ 
保護者会 

3,694か所（15.6％） 

その他 2,206か所（9.4％） 

（参考）平成２８年 

（参考）平成２８年 

（参考）平成２８年 

小学１年生 

2,976人 

（17.3%） 

小学２年生 

2,252人 

（13.1%） 

小学３年生 

4,237人 

（24.7%） 

小学４年生 

4,928人 

（28.7%） 

小学５年生 

2,077人 

（12.1%） 

小学６年生 

700人 

（4.1%） 

小学１年

生 

3,072人 

（17.9%） 

小学２年

生 

2,524人 

（14.7%） 
小学３年

生 

4,361人 

（25.4%） 

小学４年

生 

5,096人 

（29.6%） 

小学５年

生 

1,701人 

（9.9%） 

小学６年

生 

449人 

（2.6%） 

（参考）平成２８年 

常勤職員 

35,632人 

（27.1%） 

非常勤職員 

44,346人 

（33.8%） 
嘱託職員 

8,285人 

（6.3%） 

パート・アルバイト 

39,607人 

（30.2%） 

その他 

3,466人 

（2.6%） 

2人 

5,893支援の単位 

（19.6%） 

3人 

6,749支援の単位 

（22.5%） 

4人 

6,195支援の単位 

（20.6%） 

5人 

11,166支援の単

位 

（37.2%） 
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○ 「新しい経済政策パッケージ」（平成29年12月８日閣議決定）を踏まえ、「放課後子ども総合 
 プラン」に掲げる放課後児童クラブの2019年度末までの約30万人分の新たな受け皿の確保 
 を2018年度末までに１年前倒しして実施するため、施設整備費の補助率嵩上げを継続し、 
 放課後児童クラブの受入児童数の拡大を図る。 

○ 実施主体：市町村（特別区を含む） 
   

運営費の負担の考え方 

1 / 3 

1 / 3 

1 / 3 
国 

1 / 6 
都道府県 

1 / 6 
市町村 

1 / 6 

保護者 

1 / 2 

※国(1/6)は事業主拠出金財源 

放課後児童クラブ関係予算のポイント 

平成30年度予算案の主な内容 
 

１ 施設整備費の国庫補助率嵩上げ 【2016（平成28）年度からの継続】 

○公立の場合：（嵩上げ前）国１／３、都道府県１／３、市町村１／３ 
          →（嵩上げ後）国２／３、都道府県１／６、市町村１／６ 
 

２ 放課後児童クラブ運営費 

 （１）放課後子ども環境整備事業 

   既存施設を活用して、新たに放課後児童クラブを実施するため
の改修等の補助。  

 （２）放課後児童クラブ支援事業 

   障害児受入れクラブへの専門的知識等を有する職員の配置や
量的拡充のための市町村の支援策等に対する補助。 

 

 

 （３）障害児受入強化推進事業 

   障害児を３名以上受け入れた場合の加配職員及び医療的ケ
ア児に対する支援に必要な専門職員の配置等に要する経費の
補助。 

 （４）小規模放課後児童クラブ支援事業 

  19人以下の小規模クラブにおける職員の複数配置の経費補助。 

 （５）放課後児童支援員の処遇改善 

▶18:30を超えて開所するクラブに対し、放課後児童支援員等
の処遇改善経費の補助。 

▶放課後児童支援員の勤続年数や研修実績等に応じた処遇
改善に要する経費の補助。 

（参考） 

113.9万人 
（予算） 

93.6万人 
（実績） 

平成26年度 27年度 

110.6万人 
（予算） 

 
121.7万人 

 
 
 

約30万 
人分 

市町村子ども・子育て支援事業計画の期間（平成27～31年度） 

（※）平成31年度の数値は、潜在ニーズも含めた利用ニーズ（「量の見込み」）の全国集計値 

28年度 

117.8万人 
（予算） 

 
121.7万人 

（計画前倒し） 
（予算案） 

約3.9万人分 

30年度 29年度 31年度 

   平成２９年度予算 ７２５．３億円 → 平成３０年度予算案 ７９９．７億円（＋７４．４億円） 
    （うち、子ども・子育て支援交付金  平成３０年度予算案 ６５５．７億円（＋６８．０億円）） 
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平成２9年度 放課後児童支援員等処遇改善等事業の実施状況①（子ども・子育て支援交付金 交付申請ベース） 

※   ①…非常勤を含む職員の賃金改善に必要な費用の一部を補助する事業を実施している市町村 
       ②…常勤職員を配置するための追加費用（賃金改善に必要な費用を含む）の一部を補助する事業を実施している市町村 

No. 都道府県 
実施 

市町村数 
市区町村 

1 北海道 6 札幌市①② 函館市① 帯広市① 江別市① 鷹栖町① 名寄市②   

2 青森県 4 藤崎町① 三戸町① 田子町① 新郷村①       

3 岩手県 9 
盛岡市①② 大船渡市① 花巻市①② 北上市①② 久慈市① 一関市① 陸前高田市① 

  奥州市②           

4 宮城県 2 仙台市① 登米市①②           

5 秋田県 2 能代市① 鹿角市①           

6 山形県 14 
山形市①② 米沢市①② 鶴岡市①② 酒田市① 寒河江市①② 村山市① 天童市①② 

東根市①② 中山町① 大石田町①② 庄内町① 新庄市② 大江町② 遊佐町② 

7 福島県 3 福島市①② 会津若松市①② いわき市①②         

8 茨城県 7 水戸市① 石岡市① ひたちなか市①② 常陸大宮市①② 稲敷市① かすみがうら市①② 東海村② 

9 栃木県 8 
足利市① 佐野市① 鹿沼市① 日光市①② 那須塩原市① 栃木市② 矢板市② 

野木町②             

10 群馬県 13 
前橋市① 高崎市① 伊勢崎市① 太田市① 沼田市① 館林市①② 渋川市① 

藤岡市① 安中市① 下仁田町① みなかみ町① 邑楽町① 桐生市②   

11 埼玉県 34 

さいたま市① 熊谷市①② 秩父市① 飯能市① 加須市①② 本庄市①② 東松山市① 

鴻巣市① 深谷市①② 越谷市① 戸田市①② 和光市① 新座市① 桶川市① 

富士見市① 幸手市① 鶴ヶ島市① 日高市①② 伊奈町① 滑川町① 小川町① 

川島町① 吉見町① ときがわ町①② 上里町① 寄居町① 行田市② 上尾市② 

草加市② 北本市② 坂戸市② 嵐山町② 鳩山町② 宮代町②   

12 千葉県 13 
市川市① 船橋市① 野田市① 成田市① 習志野市① 鎌ケ谷市① 浦安市① 

四街道市① 白井市① 千葉市② 鴨川市② 印西市② 酒々井町②   

13 東京都 4 板橋区①② 青梅市① 調布市① 武蔵野市②       

14 神奈川県 13 
相模原市① 横須賀市① 平塚市① 鎌倉市① 茅ヶ崎市①② 逗子市① 伊勢原市① 

南足柄市① 綾瀬市① 松田町① 清川村① 横浜市② 葉山町②   

15 新潟県 2 燕市① 南魚沼市①           

16 富山県 4 富山市① 高岡市① 氷見市① 舟橋村①       

17 石川県 7 金沢市① 小松市① 加賀市① 羽咋市① かほく市① 白山市①② 津幡町① 

18 福井県 0               

19 山梨県 1 北杜市①             

20 長野県 4 須坂市① 佐久市① 松本市② 上田市②       

21 岐阜県 5 岐阜市① 中津川市① 瑞浪市① 恵那市① 大垣市②     

22 静岡県 4 静岡市① 伊東市① 島田市①② 焼津市①②       

23 愛知県 16 

名古屋市①② 豊橋市① 岡崎市① 一宮市① 瀬戸市① 春日井市① 豊川市① 

犬山市① 東海市① 大府市① 知多市① 尾張旭市① 豊明市① 長久手市① 

美浜町① 津島市②           
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平成２9年度 放課後児童支援員等処遇改善等事業の実施状況②（子ども・子育て支援交付金 交付申請ベース） 

※  ①…非常勤を含む職員の賃金改善に必要な費用の一部を補助する事業を実施している市町村 
    ②…常勤職員を配置するための追加費用（賃金改善に必要な費用を含む）の一部を補助する事業を実施している市町村 

No. 都道府県 
実施 

市町村数 
市区町村 

24 三重県 8 
津市①② 四日市市① 松阪市①② 鈴鹿市① 亀山市① 熊野市① 川越町① 

御浜町①             

25 滋賀県 8 
大津市① 栗東市① 野洲市①② 湖南市①② 高島市① 東近江市① 日野町①② 

竜王町①             

26 京都府 1 向日市①             

27 大阪府 8 
堺市① 枚方市① 茨木市① 富田林市① 寝屋川市① 河内長野市① 熊取町①② 

豊中市②             

28 兵庫県 7 神戸市① 明石市① 西宮市①② 宝塚市① 川西市① 播磨町① 太子町① 

29 奈良県 5 奈良市① 天理市① 橿原市① 御所市① 生駒市①     

30 和歌山県 8 
橋本市① 新宮市① 湯浅町① 串本町①② 海南市② 御坊市② 広川町② 

有田川町②             

31 鳥取県 1 鳥取市①             

32 島根県 2 大田市①② 雲南市②           

33 岡山県 4 岡山市① 倉敷市①② 総社市① 瀬戸内市①       

34 広島県 0               

35 山口県 0               

36 徳島県 6 徳島市①② 小松島市①② 吉野川市①② 美馬市① 石井町① 神山町①   

37 香川県 1 高松市①②             

38 愛媛県 0               

39 高知県 1 須崎市①             

40 福岡県 4 行橋市① 粕屋町① 鞍手町① 大木町①       

41 佐賀県 3 嬉野市① 基山町① 小城市②         

42 長崎県 11 
長崎市①② 佐世保市① 諫早市① 大村市① 五島市① 西海市①② 長与町① 

時津町① 川棚町① 波佐見町① 東彼杵町②       

43 熊本県 11 
八代市①② 水俣市① 玉名市①② 菊池市①② 宇土市① 阿蘇市① 天草市① 

合志市①② 益城町① 湯前町① あさぎり町①       

44 大分県 1 由布市①             

45 宮崎県 3 都城市①② 延岡市① 串間市①         

46 鹿児島県 12 
鹿屋市①② 出水市① 指宿市① 薩摩川内市①② 曽於市①② 霧島市① いちき串木野市① 

南さつま市①② 長島町①② 南大隅町①② 肝付町① 錦江町②     

47 沖縄県 17 

宜野湾市① 浦添市① 名護市① 糸満市①② 沖縄市①② 豊見城市① うるま市① 

宮古島市①② 南城市① 国頭村① 大宜味村① 今帰仁村①② 金武町① 北谷町①② 

西原町①② 南風原町①② 八重瀬町①         

合計 297 ①の合計 192 ②の合計 38 ①②の合計 67   
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平成２9年度 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業の実施状況①（子ども・子育て支援交付金 交付申請ベース） 

NO 都道府県 
実施市区町

村数 
市区町村 

1 北海道 5 札幌市 旭川市 苫小牧市 名寄市 八雲町     

2 青森県 1 五所川原市             

3 岩手県 8 
盛岡市 大船渡市 花巻市 北上市 陸前高田市 奥州市 滝沢市 

大槌町             

4 宮城県 1 登米市             

5 秋田県 9 
大館市 湯沢市 鹿角市 潟上市 大仙市 にかほ市 仙北市 

三種町 五城目町           

6 山形県 10 
山形市 鶴岡市 酒田市 寒河江市 天童市 東根市 南陽市 

三川町 庄内町 遊佐町         

7 福島県 5 福島市 いわき市 中島村 三春町 飯舘村     

8 茨城県 9 
石岡市 常総市 北茨城市 ひたちなか市 潮来市 城里町 東海村 

八千代町 境町           

9 栃木県 2 那須烏山市 芳賀町           

10 群馬県 10 
前橋市 伊勢崎市 館林市 渋川市 富岡市 安中市 下仁田町 

中之条町 千代田町 邑楽町         

11 埼玉県 12 
熊谷市 加須市 本庄市 志木市 和光市 幸手市 滑川町 

川島町 ときがわ町 美里町 上里町 寄居町     

12 千葉県 6 千葉市 流山市 八千代市 浦安市 いすみ市 東庄町   

13 東京都 2 板橋区 青梅市           

14 神奈川県 5 横浜市 川崎市 横須賀市 座間市 開成町     

15 新潟県 2 新潟市 魚沼市           

16 富山県 1 小矢部市             

17 石川県 5 輪島市 加賀市 羽咋市 白山市 野々市市     

18 福井県 1 坂井市             

19 山梨県 3 中央市 身延町 昭和町         

20 長野県 1 松本市             

21 岐阜県 6 大垣市 高山市 多治見市 中津川市 瑞浪市 恵那市   

22 静岡県 4 伊東市 島田市 御殿場市 袋井市       
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平成２9年度 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業の実施状況②（子ども・子育て支援交付金 交付申請ベース） 

NO 都道府県 
実施市区町

村数 
市区町村 

23 愛知県 10 
名古屋市 一宮市 瀬戸市 半田市 春日井市 豊川市 津島市 

大府市 知立市 あま市         

24 三重県 3 津市 熊野市 御浜町         

25 滋賀県 6 野洲市 湖南市 東近江市 米原市 日野町 竜王町   

26 京都府 5 京都市 城陽市 向日市 長岡京市 木津川市     

27 大阪府 4 大阪市 八尾市 摂津市 島本町       

28 兵庫県 5 神戸市 尼崎市 西宮市 加古川市 三木市     

29 奈良県 1 生駒市             

30 和歌山県 5 田辺市 かつらぎ町 湯浅町 有田川町 上富田町     

31 鳥取県 0               

32 島根県 2 出雲市 大田市           

33 岡山県 4 井原市 瀬戸内市 赤磐市 美作市       

34 広島県 0               

35 山口県 0               

36 徳島県 2 小松島市             

37 香川県 1 高松市             

38 愛媛県 0               

39 高知県 3 南国市 須崎市 いの町         

40 福岡県 4 北九州市 うきは市 嘉麻市 みやこ町       

41 佐賀県 2 小城市 嬉野市           

42 長崎県 8 
長崎市 佐世保市 諫早市 大村市 西海市 長与町 時津町 

東彼杵町             

43 熊本県 9 
八代市 水俣市 菊池市 阿蘇市 合志市 嘉島町 多良木町 

湯前町 あさぎり町           

44 大分県 3 別府市 中津市 豊後高田市         

45 宮崎県 6 宮崎市 都城市 延岡市 串間市 綾町 都農町   

46 鹿児島県 16 

枕崎市 出水市 指宿市 垂水市 曽於市 南さつま市 奄美市 

南九州市 姶良市 長島町 肝付町 龍郷町 喜界町 徳之島町 

和泊町 知名町           

47 沖縄県 6 宜野湾市 名護市 うるま市 南城市 今帰仁村 与那原町   

合計 213 
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平成30年度 家庭福祉対策関係予算案の概要 

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

 
 
  

  「すくすくサポート・プロジェクト」（うち「児童虐待防止対策強化プロジェクト」 ）、改正児童福祉
法等及び「新しい社会的養育ビジョン」を踏まえた児童虐待防止対策の推進及び社会的養育の充実を図る。 

  これを踏まえた、平成30年度予算案の主な内容は以下のとおり。 

○ 「すくすくサポート・プロジェクト」（「すべての子どもの安心と希望の実現プロジェクト」）、平成28
年・平成29年に改正された児童福祉法等及び「新しい社会的養育ビジョン」を踏まえた児童虐待防止対策の推
進及び社会的養育の充実を図る。 
 

○ また、同プロジェクト等に基づき、ひとり親家庭への総合的な支援施策を着実に実施するとともに、配偶者
からの暴力被害者等に対して婦人相談所等で行う相談・支援を始めとする婦人保護事業の推進を図る。 

Ⅰ 「新しい社会的養育ビジョン」を踏まえた児童虐待防止対策の推進及び社会的養育の充実 

                        （平成30年度予算案）   （平成29年度予算額） 

     ☆児童虐待防止対策関係予算      1,547億円の内数   （1,493億円の内数） 
     ◇社会的養育関係予算           1,498億円の内数   （1,448億円の内数） 

 児童虐待防止対策関係予算及び社会的養育関係予算の主な内訳は以下のとおり。 
 ☆◇ ・児童虐待・DV対策等総合支援事業                        159億円（   154億円）   
 ☆◇ ・児童入所施設措置費等              1,266億円（1,227億円） 
 ☆◇ ・次世代育成支援対策施設整備交付金         71億円（     66億円） 
 ☆  ・妊娠・出産包括支援事業              36億円（     38億円） 
 ☆  ・産婦健康診査事業                 11億円（       4億円） 
  ◇ ・特別養子縁組民間あっせん機関職員研修事業    0.2億円（       0億円）           
  ◇ ・里親制度等広報啓発事業             0.6億円（    0.3億円）              

1 

      （平成30年度予算案）   （平成29年度予算額）          
      ４，８９７億円   （４，８６０億円）       

※上記のほか、社会的養育関係予算として国立児童自立支援施設の運営に必要な経費を計上 
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１．児童虐待の発生予防 

  ② 産前・産後母子支援事業（モデル事業）の充実【拡充】 
    妊娠期から出産後の養育に支援が必要な妊婦、妊婦健診を受けずに出産に至った産婦といった特定妊婦等へ

の支援の強化を図るため、平成29年度予算において創設した産前・産後母子支援事業（モデル事業）につい
て、看護師配置による居住支援・養育支援等を新たな支援体制モデルとして対象に加える。 

【児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業：159億円の内数】 

 児童相談所や市町村における児童虐待に係る相談対応件数は依然として増加傾向にあり、虐待に
よる死亡事例のうち、０歳児の割合が約６割（平成27年度）であることを踏まえ、妊娠期から子育
て期にわたる切れ目のない支援や地域社会から孤立している家庭へのアウトリーチなどを通じて、
妊娠や子育ての不安、孤立等に対応し、児童虐待のリスクを早期に発見・逓減する。  

（１）妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援 
  ① 子育て世代包括支援センターの全国展開 
    妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する子育て世代包括支援センターの全国展開に向け、

その設置促進を図るとともに、地域の実情に応じた産前・産後サポート事業、産後ケア事業の実施を支援する。 
  ※ 「子育て世代包括支援センター」（運営費）については、利用者支援事業（子ども及びその保護者等の身近な場所で、教  
    育・保育・保健その他の子育て支援の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施 
    する事業、内閣府予算に計上）を活用して実施。 

【妊娠・出産包括支援事業：36億円】 

2 
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１．児童虐待の発生予防（続き） 

（２）孤立しがちな子育て家庭へのアウトリーチ（内閣府予算） 
  ① 乳児家庭全戸訪問事業 
    生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行う。 
 

【子ども・子育て支援交付金（内閣府予算） ：1,188億円の内数】 

  ② 養育支援訪問事業 
    養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を行うことにより、当

該家庭の適切な養育の実施を確保する。 
     【子ども・子育て支援交付金（内閣府予算） ：1,188億円の内数】 

3 

  ③ 産婦健康診査事業【拡充】 
    産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図る観点から、産婦健康診査の費用を助成することにより、産後

の初期段階における母子に対する支援を強化する。 
【産婦健康診査事業：11億円】 
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4 

２．児童虐待発生時の迅速・的確な対応 

○ 児童虐待が発生した場合の子どもの安全を確保するための初期対応が確実・迅速に図られるよう、
児童相談所・市町村の体制の強化及び専門性の向上等を行う。  

（１）児童相談所の体制強化等 
  ① 児童相談所の法的機能の強化 
    児童相談所の業務が円滑に行われるよう、司法に関する相談や対応が必要となる事例について家庭裁判所、

関係機関等との調整を行う弁護士の配置を促進する。 
【児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業：159億円の内数】 

  ② 児童相談所・市町村における安全確認体制の強化【拡充】 
    児童相談所及び市町村において、児童虐待の通告を受けた際に子どもの安全確認等を行う体制の強化を図る。 
    また、市町村分について、実施市町村数の拡大を行う。 

    【児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業：159億円の内数】 

4 

  ③ 児童相談所・市町村に従事する者の資質の向上【拡充】 
    平成28年改正児童福祉法より、新たに義務付けられた研修等を円滑に実施することができるよう、支援の

強化を図る。 
    また、義務研修等を円滑に行うため、都道府県等に研修専任コーディネーターを配置するとともに、都道府

県等が、児童福祉司スーパーバイザー研修及び児童相談所長研修を実施又は委託する費用に係る補助を創設す
る。 

【児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業：159億円の内数】 
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